
Change,Challenge,Chance 1

コンピュータチェック対象:角膜内皮細胞顕微鏡検査

コンピュータチェック事例コード

コンピュータチェック根拠

48SJ990934001

角膜内皮細胞顕微鏡検査は、眼内手術、角膜手術における手術の適応の決定及び術後の経過観察
若しくは円錐角膜又は水疱性角膜症の患者に対する角膜状態の評価の際に算定するとされています。

角膜内皮細胞顕微鏡検査の算定があり、眼内手術、角膜手術における手術の適応の決定及び術後の
経過観察若しくは円錐角膜又は水疱性角膜症の患者以外の患者に対して算定された場合にチェックを実
施。

コンピュータチェック内容

医科
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コンピュータチェック対象:角膜内皮細胞顕微鏡検査

１ 棒グラフ(該当レセプトの審査結果)
コンピュータチェックの対象となる診療行為(医薬品、特定器材)を算定している目視対象レセプト

１万件当たり、当該コンピュータチェックの内容に該当したレセプト件数

グラフの見方

２ 折れ線グラフ(該当レセプトの査定・返戻割合)
コンピュータチェックの対象となった項目が

査定・返戻となった割合
査定 返戻 ：設定根拠どおり

請求どおり
審査委員

請求どおり
職員

：検証が必要

【棒グラフ凡例】審査の結果

審査結果の概要

➢ 全国の査定・返戻割合 61.17%
➢ 検証対象都道府県 46

医科

検証観点 都道府県※ 備考

査定・返戻割合が低い 和歌山、鳥取、香川、福島、高知、茨城、富山、三重、山口、佐賀、奈良、兵庫、大分、宮城、島根、広島 査定・返戻割合の低い順

請求どおり・職員 高知、香川、兵庫、山口、沖縄、福島、山梨、青森、石川、佐賀、大阪、和歌山、長崎、京都、神奈川、広島 対象１万件当たり件数の多い順

請求どおり・審査委員 和歌山、宮城、鳥取、茨城、山梨、三重、大分、福井、大阪、福島、東京、千葉、島根、富山、青森、秋田 〃

※検証対象都道府県が16を超えたため、16都道府県を限度に表記している

該当件数（全国） 当該コンピュータチェックの内容に該当 5,627件

設定根拠どおりの審査 査定・返戻の計 3,442件

検証を必要とする審査 請求どおり 2,185件
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コンピュータチェック対象:角膜内皮細胞顕微鏡検査

【該当件数】 当該コンピュータチェックの内容に該当したレセプト件数

該当件数 107 34 35 197 16 31 58 199 36 12 238 374 1,169 321 16 21 66 23 54 20 29 73 208 53 29 66 918 382 15 41 19 16 61 71 41 10 45 29 78 132 23 40 62 31 20 8 100 5,627

請求どおり件数 37 18 8 111 7 6 46 137 18 3 64 81 351 156 2 14 15 11 26 1 6 10 48 34 4 33 269 229 9 38 16 9 25 39 25 3 37 14 61 40 14 15 13 18 8 4 52 2,185
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医科
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